
 

議案第９７号 

   さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部を

改正する等の条例の制定について 

 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部を改正

する等の条例を次のように定める。 

  令和６年６月５日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部を

改正する等の条例 

 （さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部改正 

 ） 

第１条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例（平成

１３年さいたま市条例第１４５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

   さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ

条例 
   さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設

グリーンヒルうらわ条例 
  

 

目次 
 第１章 総則（第１条―第５条） 
 第２章 介護老人保健施設（第６条―第９条） 
 第３章 ケアハウス（第１０条―第１３条） 
 第４章 老人デイサービスセンター（第１４条―

第１７条） 
 第５章 在宅介護支援センター（第１８条・第１

９条） 
 第６章 補則（第２０条―第２５条） 
 附則 

  
    第１章 総則 



 

  
 （設置）  （設置） 
第１条 進行する高齢化社会に対応し、市民の福祉

の向上増進を図るため、グリーンヒルうらわをさ

いたま市緑区馬場１丁目７番地１に設置する。 

第１条 進行する高齢化社会に対応し、市民の保健

福祉の向上増進を図るための複合施設として、グ

リーンヒルうらわをさいたま市緑区馬場１丁目７

番地１に設置する。 
  
 （構成施設）  （構成施設） 
第２条 グリーンヒルうらわは、老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）第２０条の６に規定する

軽費老人ホームで厚生労働大臣の定めるケアハウ

ス（以下「ケアハウス」という。）をもって構成

する。 

第２条 グリーンヒルうらわは、次に掲げる施設を

もって構成する。 

  ⑴ 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第８条第２８項に規定する介

護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」と

いう。） 

  ⑵ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第

２０条の６に規定する軽費老人ホームで厚生労

働大臣の定めるケアハウス（以下「ケアハウス

」という。） 
  ⑶ 老人福祉法第２０条の２の２に規定する老人

デイサービスセンター（以下「老人デイサービ

スセンター」という。） 
  ⑷ 老人福祉法第２０条の７の２第１項に規定す

る施設である在宅介護支援センター（以下「在

宅介護支援センター」という。） 
  
 （業務）  （業務） 
第３条 ケアハウスは、老人福祉法第２０条の６に

規定する施設に関する業務を行う。 
第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。 
  ⑴ 介護老人保健施設 法第８条第２８項に規定

する介護保健施設サービス（以下「介護保健施

設サービス」という。）並びに同条第１項に規

定する居宅サービスのうち同条第１０項に規定

する短期入所療養介護（以下「短期入所療養介

護」という。）及び同条第８項に規定する通所

リハビリテーション（以下「通所リハビリテー

ション」という。）並びに法第８条の２第１項

に規定する介護予防サービスのうち同条第８項

に規定する介護予防短期入所療養介護（以下「

介護予防短期入所療養介護」という。）及び同

条第６項に規定する介護予防通所リハビリテー

ション（以下「介護予防通所リハビリテーショ

ン」という。）に関する業務 
  ⑵ ケアハウス 老人福祉法第２０条の６に規定

する施設に関する業務 



 

  ⑶ 老人デイサービスセンター 法第８条第７項 
  に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

  ）及び法第１１５条の４５第１項第１号ロに規

定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業

」という。）に関する業務 
  ⑷ 在宅介護支援センター 老人福祉法第２０条

の７の２第１項に規定する相談、助言、連絡調

整その他の援助に関する業務 
 ２ 介護老人保健施設の全部又は一部が利用者に利

用されていない居室がある場合にあっては、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障

害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定

する障害福祉サービスのうち同条第８項に規定す

る短期入所に係る障害者総合支援法第２９条第１

項に規定する指定障害福祉サービス（以下「指定

短期入所」という。）を行うことができる。 
 ３ 老人デイサービスセンターは、障害者総合支援

法第５条第１項に規定する障害福祉サービスのう

ち同条第７項に規定する生活介護に係る障害者総

合支援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービス（以下「指定生活介護」という。）を行

うことができる。 
  
 第４条 削除 
  
 第５条 削除 
  
    第２章 介護老人保健施設 
   
  （名称） 
 第６条 介護老人保健施設の名称は、きんもくせい

とする。 
  
  （入所定員等） 
 第７条 介護老人保健施設の入所定員は、１００人 

 とし、介護保健施設サービス、短期入所療養介護、

 介護予防短期入所療養介護及び指定短期入所を利

用する者を含むものとする。 
 ２ 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハ

ビリテーションの利用定員は、２０人とする。 
  
  （入所対象者等） 
 第８条 介護保健施設サービスに係る入所対象者は、

 法の規定による施設介護サービス費及び特例施設

介護サービス費の支給を受ける者とする。 
 ２ 短期入所療養介護及び通所リハビリテーション

に係る利用対象者は、法の規定による居宅介護サ



 

ービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受

ける者とする。 
 ３ 介護予防短期入所療養介護及び介護予防通所リ

ハビリテーションに係る利用対象者は、法の規定

による介護予防サービス費又は特例介護予防サー

ビス費の支給を受ける者とする。 
 ４ 指定短期入所に係る利用対象者は、次の各号の

いずれかに該当する者であって、規則で定めるも

のとする。 
  ⑴ 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 
  ⑵ 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 
  ⑶ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１８条第１項の規定による措置に係る者 
  ⑷ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号

）第１５条の４の規定による措置に係る者 
  ⑸ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２１条の６の規定による措置に係る児童 
  
  （利用料金） 
 第９条 介護保健施設サービスの入所者、短期入所

療養介護の利用者、通所リハビリテーションの利

用者、介護予防短期入所療養介護の利用者及び介

護予防通所リハビリテーションの利用者は、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額及び厚生

労働省令に規定する費用で指定管理者（第２３条

第１項に規定する指定管理者をいう。次項並びに

第１３条、第１７条第１項、第２０条及び第２１

条において同じ。）が定める額を納付しなければ

ならない。 
 ２ 指定短期入所の利用者（前条第４項第３号から

第５号までに該当する者を除く。）は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額及び障

害者総合支援法第２９条第１項に規定する特定費

用（以下「特定費用」という。）を、利用料金と

して、指定管理者に納付しなければならない。 
  ⑴ 前条第４項第１号に該当する者 障害者総合

支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 
  ⑵ 前条第４項第２号に該当する者 障害者総合

支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 
  
    第３章 ケアハウス 
  
第４条 ［略］ 第１０条 ［略］ 
  
第５条 ［略］ 第１１条 ［略］ 



 

  
第６条 ［略］ 第１２条 ［略］ 
  
 （利用料金）  （利用料金） 
第７条 ケアハウスの入所者は、指定管理者（第９

条第１項に規定する指定管理者をいう。以下この

条において同じ。）に利用料金を納付しなければ

ならない。 

第１３条 ケアハウスの入所者は、市長の承認を得

て、指定管理者が定める額を納付しなければなら

ない。 

２ 利用料金の額は、市長の承認を得て、指定管理

者が定める。 
 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。  
  
    第４章 老人デイサービスセンター 
  
  （名称） 
 第１４条 老人デイサービスセンターの名称は、グ 

 リーンヒルうらわ・デイサービスセンターとする。

  
  （利用定員） 
 第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、

 ２０人とし、指定生活介護を利用する者を含むも

のとする。ただし、第１号通所事業のうち市長が

別に定めるサービスに係る利用定員については、

市長が別に定める。 
  
  （利用対象者） 
 第１６条 通所介護及び第１号通所事業に係る老人

デイサービスセンターの利用対象者は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。 
  ⑴ 通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは

特例居宅介護サービス費の支給に係る者又は第

１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給に

係る者 
  ⑵ 老人福祉法第１０条の４第１項第２号の措置

に係る者 
  ⑶ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防・日常生活支

援（通所介護又は第１号通所事業に限る。）に

係る介護扶助に係る者 
  ⑷ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護又は第１

号通所事業に係るものに限る。）に係る者 
 ２ 指定生活介護に係る老人デイサービスセンター

の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 
  ⑴ 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ



 

る介護給付費の支給決定を受けた者 
  ⑵ 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 
  
  （利用料金） 
 第１７条 通所介護及び第１号通所事業に係る老人

デイサービスセンターの利用者は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を納付しな

ければならない。 
  ⑴ 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額 
  ⑵ 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 
 ２ 指定生活介護に係る老人デイサービスセンター

の利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額及び特定費用を納付しなければな

らない。 
  ⑴ 前条第２項第１号に該当する者 障害者総合

支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 
  ⑵ 前条第２項第２号に該当する者 障害者総合

支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 
  
    第５章 在宅介護支援センター 
  
  （名称） 
 第１８条 在宅介護支援センターの名称は、グリー

ンヒルうらわ・在宅介護支援センターとする。 
  
  （利用対象者） 
 第１９条 在宅介護支援センターの利用対象者は、

老人福祉法第５条の４第１項の規定による措置に

係る者とする。 
  
    第６章 補則 
  
  （利用料金収入の帰属） 
 第２０条 第９条、第１３条及び第１７条に規定す

る利用料金は、指定管理者の収入とする。 
  
  （利用料金の納付） 
 第２１条 第９条、第１３条及び第１７条に規定す

る者は、第９条、第１３条及び第１７条の規定に

より利用料金を指定管理者に納付しなければなら

ない。 



 

  
第８条 ［略］ 第２２条 ［略］ 
  
第９条 ［略］ 第２３条 ［略］ 
  
 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 
 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 
第１０条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、市長が

定める額を使用料として徴収する。 

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。 
  ⑴ 介護保健施設サービスの入所者、短期入所療

養介護の利用者、通所リハビリテーションの利

用者、介護予防短期入所療養介護の利用者及び

介護予防通所リハビリテーションの利用者は、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額及

び厚生労働省令に規定する費用で市長が定める

額 
  ⑵ ケアハウスの入所者は、市長が定める額 
  ⑶ 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

ア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに

掲げる額 
   ア 通所介護 厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した額及び厚生労働省令に規定する費

用で市長が定める額 
   イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で市長が

定める額 
  ⑷ 指定短期入所の利用者（第８条第４項第３号

から第５号までに該当する者を除く。）は、次

のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイ

に定める額及び特定費用 
   ア 第８条第４項第１号に該当する者 障害者

総合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 
   イ 第８条第４項第２号に該当する者 障害者

総合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 
  ⑸ 指定生活介護の利用者は、次のア又はイに掲

げる区分に応じ、当該ア又はイに定める額及び

特定費用 
   ア 第１６条第２項第１号に該当する者 障害

者総合支援法第２９条第３項第２号に掲げる

額 
   イ 第１６条第２項第２号に該当する者 障害

者総合支援法第３０条第３項第１号に掲げる



 

額 
２ 前項の場合にあっては、第７条第１項の規定を

準用する。この場合において、同項中「指定管理

者（第９条第１項に規定する指定管理者をいう。

以下この条において同じ。）に利用料金」とある 
 のは、「市長に使用料」と読み替えるものとする。

２ 前項の場合にあっては、第９条、第１３条及び

第１７条の規定を準用する。この場合において、

第９条第１項中「指定管理者（第２３条第１項に 
 規定する指定管理者をいう。次項並びに第１３条、

 第１７条第１項、第２０条及び第２１条において

同じ。）」とあるのは「市長」と、第９条第２項

及び第１７条第１項中「指定管理者」とあるのは

「市長」と、第１３条中「市長の承認を得て、指

定管理者が」とあるのは「市長が」と読み替える

ものとする。 
  
第１１条 ［略］ 第２５条 ［略］ 
  

 （さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の廃止） 

第２条 さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例は、廃止する。 

   附 則 

 この条例中、第１条の規定は令和７年４月１日から、第２条の規定は令和１２年４

月１日から施行する。 

 


